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学生団体連絡会議(以下、学団連)では、学生団体間での情

報交換を行うとともに、各団体の活動を円滑に進められる

ように調整を行っています。学団連は学生団体連絡会議規

則にのっとり、月に一度開かれ、学生自治会はそこで学生

団体間での調整・連絡を行います。 

＊全学新歓実行委員会への協力 

全学新歓実行委員会に対して、活動場所として学生自治会室の貸し出しを行

う、実行委員として自治会役員を推すなどの協力を行います。 

 

＊クラスオリエンテーションの実行 

学生団体に所属し、活動することで、新入生が所属や学年を越えた広い繋が

りを得ることができます。そこで学生自治会は、学生団体と協力し、クラスオ

リエンテーションを行います。 

 

＊入学式クラブ紹介の実行・新歓時期の新入生への勧誘活動の規制 

学生生活を送るにあたって、課外活動は重要な要素となることがあります。

そこで学生自治会は、学生団体と協力し、入学式クラブ紹介を行います。また、

新歓時期に勧誘活動の規制を行い、入学手続きや学生生活の妨げとなるような

過度な勧誘活動の規制を行います。 

 

＊学生センターとの話し合い 

月に一度学生センターと話し合い、大学の情報を把握し、

大学との意見交換を行います。 
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